
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
香
川
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
税

務

課
）

一

告

示

�
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請

（
環
境
管
理
課
）

�
保
安
林
の
指
定
の
解
除
予
定
の
通
知

（
み
ど
り
保
全
課
）

三

�
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
許
可

の
申
請

（
廃
棄
物
対
策
課
）

�
障
害
者
自
立
支
援
法
の
規
定
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

（
障
害
福
祉
課
）

四

�
道
路
の
供
用
開
始

（
道

路

課
）

七

�
道
路
の
区
域
変
更

（

〃

）

�
地
方
自
治
法
施
行
令
の
規
定
に
基
づ
く
徴
収
又
は
収
納
事
務
の
委
託

（
審

査

課
）

公

告

�
基
本
測
量
の
実
施
の
通
知

（
土
木
監
理
課
）

一
一

監
査
委
員
公
表

�
監
査
結
果
の
公
表
（
二
件
）

香
川
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
七
十
四
号

香
川
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
収
納
の
事
務
の
委
託
基
準
）

第
九
条
の
二

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

普
通
地
方
公
共
団
体
の
公
金
又
は
電
気
料
金
、
ガ
ス
料
金
等
の
収
納
の
事
務
を
受
託
し
た
実
績
が

あ
る
こ
と
。

二

委
託
す
る
収
納
の
事
務
を
適
切
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
事
業
規
模
を
有
し
、
か
つ
、
経

営
状
況
が
健
全
で
あ
る
こ
と
。

三

収
納
し
た
県
税
に
係
る
事
項
を
正
確
に
記
録
し
、
及
び
県
に
遅
滞
な
く
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
、

か
つ
、
収
納
し
た
現
金
を
指
定
金
融
機
関
に
遅
滞
な
く
払
い
込
む
こ
と
が
で
き
る
技
術
的
な
基
礎
を

有
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
五
百
七
十
四
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

１
申
請
の
概
要

�
申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

東
か
が
わ
市
松
原
１１２８

番
地

第７１号

平 成１８年

９月８日（金曜日）

規

則

告

示

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
九
月
八
日

（
第
九
三
七
〇
号
）

一



常
磐
染
工
株
式
会
社

代
表
取
締
役

國
東

直
矢

�
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

東
か
が
わ
市
松
原
１１２８

番
地

常
磐
染
工
株
式
会
社

�
特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

�
汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

変
更
無
し
�

�
排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

他
に
	
排
水
口
が
５
箇
所

（雨
水
専
用
：
１
箇
所

）あ
る
�

（備
考

）今
回
	
新
た
に
特
定
施
設
を
設
置
す
る
が
	
一
部
既
設
特
定
施
設
を
廃
止
す
る
た
め
	
工

程
排
水
の
量
及
び
汚
染
状
態
並
び
に
汚
濁
負
荷
量
に
変
更
は
な
い
�
な
お
	
工
場
内
で
の
ト

紡
績
業
又
は
繊
維
製
品
の
製
造
業
若
し
く
は
加
工
業
の
用
に

供
す
る
染
色
施
設

１５０
kg／

回

断
続
及
び
連
続
１６
～
２４
時
間
（
４
～
５
回
転
）

最
大

５
．８
～
８
．６

１７０

１７０７０４０１０

１１０

許
可
日

着
工
か
ら
３
日

完
成
日通

常

５
．８
～
８
．６

１２０

１２０６０３０５

１００

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
使

用
時

間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（


/�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（


/�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（


/�
）

窒
素
含
有
量
（


/�
）

り
ん
含
有
量
（


/�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
m
３/日
）

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

変
更

後

最
大

５
．８
～
８
．６４４４

１２０１６３２

通
常

５
．８
～
８
．６３３３６０８２１

変
更

前

最
大

５
．８
～
８
．６４４４

１２０１６３３

通
常

５
．８
～
８
．６３３３６０８２２

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（


/�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（


/�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（


/�
）

窒
素
含
有
量
（


/�
）

り
ん
含
有
量
（


/�
）

排
出
水
の
量

（
m
３/日
）

排
出
水
の

汚
染
状
態

第
２

排
水

口
区

分

第
７

排
水

口

最
大

５
．８
～
８
．６３０４０４０

１２０１６

３
，０００１

通
常

５
．８
～
８
．６２０３０３０６０８

２
，０００１

区
分

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（


/�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（


/�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（


/�
）

窒
素
含
有
量
（


/�
）

り
ん
含
有
量
（


/�
）

大
腸
菌
群
数
（
個
/�
）

排
出
水
の
量

（
m
３/日
）

排
出
水
の

汚
染
状
態

香

川

県

報

平
成
十
八
年
九
月
八
日

（
第
九
三
七
〇
号
）

二



イ
レ
設
置
に
伴
い
	
合
併
処
理
浄
化
槽
及
び
排
水
口
を
設
置
す
る
が
	
従
業
員
数
の
変
更
は

な
く
	
汲
み
取
り
式
ト
イ
レ
を
使
用
し
て
い
た
従
業
員
の
一
部
が
新
設
ト
イ
レ
を
使
用
す
る

こ
と
と
な
る
た
め
	
汚
濁
負
荷
量
は
若
干
増
加
す
る
�

２
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

�
期
間

平
成
１８
年
９
月
８
日
か
ら
同
月
２９
日
ま
で

�
場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

東
か
が
わ
市
市
民
部
環
境
衛
生
室

●
香
川
県
告
示
第
五
百
七
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
九
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一
１

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
か
が
わ
市
松
原
字
与
治
山
・
引
田
字
与
治
山
（
以
上
二
字
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

魚
つ
き

３

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

二
１

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
か
が
わ
市
松
原
字
与
治
山
・
引
田
字
与
治
山
（
以
上
二
字
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

３

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
香
川
県
環
境
森
林
部
み
ど
り
保
全
課
及
び
東
か
が
わ
市
事

業
部
経
済
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

●
香
川
県
告
示
第
五
百
七
十
六
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
五
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

有
限
会
社
鹿
庭
産
商

香
川
県
高
松
市
福
岡
町
一
丁
目
七
番
一
号

代
表
取
締
役

鹿
庭
礼
子

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

綾
歌
郡
綾
川
町
山
田
下
字
才
谷
一
〇
〇
二
番
二
、
一
〇
〇
三
番
二
、
一
〇
〇
三
番
三
、
一
〇
〇
三
番

四
、
一
〇
〇
四
番
一
、
一
〇
〇
四
番
二
、
一
〇
〇
五
番
一
、
一
〇
〇
五
番
二
、
一
〇
〇
九
番
、
一
〇
一

〇
番
、
一
〇
一
一
番
一
、
一
〇
一
三
番
、
一
〇
一
五
番
、
一
〇
一
六
番
、
一
〇
一
七
番
、
一
〇
一
八
番
、

一
〇
二
〇
番
、
一
〇
二
一
番
、
一
〇
二
二
番
一
、
一
〇
二
二
番
三
、
一
〇
二
五
番
一
、
一
〇
二
五
番
二
、

一
〇
二
五
番
三
、
一
〇
二
五
番
四
、
一
〇
二
六
番
一
、
一
〇
二
六
番
二
、
一
〇
二
七
番
、
一
〇
二
八
番
、

一
〇
二
九
番
、
一
〇
三
〇
番
、
一
〇
三
一
番
一
、
一
〇
三
一
番
二
、
一
〇
三
一
番
三
、
一
〇
三
二
番
一
、

一
〇
三
二
番
二
、
一
〇
三
二
番
三
、
一
〇
三
二
番
四
、
一
〇
三
二
番
五
、
一
〇
三
三
番
、
一
〇
三
四
番
、

一
〇
三
五
番
一
、
一
〇
三
五
番
二
、
一
〇
三
六
番
二
、
一
〇
三
七
番
一
、
一
〇
三
七
番
二
、
一
〇
三
七

番
三
、
一
〇
三
七
番
四
、
一
〇
三
七
番
六
、
一
〇
三
七
番
七
、
一
〇
三
八
番
一
、
一
〇
三
八
番
四
、
一

〇
三
九
番
、
一
〇
四
〇
番
二
、
一
〇
四
一
番
三
、
一
〇
四
二
番
三
、
一
〇
四
三
番
一
、
一
〇
四
五
番
、

一
〇
四
六
番
、
一
〇
四
七
番
、
一
〇
四
八
番
、
一
〇
四
九
番
一
、
一
〇
四
九
番
二
、
一
〇
五
一
番
一
、

一
〇
五
一
番
二
、
一
〇
五
二
番
一
、
一
〇
五
二
番
二
、
一
〇
五
三
番
、
一
〇
五
四
番
、
一
〇
五
五
番
一
、

一
〇
五
五
番
二
、
一
〇
五
五
番
三
、
一
〇
五
六
番
、
一
〇
五
七
番
一
、
一
〇
五
七
番
二
、
一
〇
五
七
番

三
、
一
〇
五
八
番
、
一
〇
五
九
番
、
一
〇
六
〇
番
一
、
一
〇
六
〇
番
二
、
一
〇
六
〇
番
三
、
一
〇
六
〇

番
四
、
一
〇
六
〇
番
五
、
一
〇
六
一
番
一
、
一
〇
六
一
番
二
、
一
〇
六
一
番
三
、
一
〇
六
一
番
四
、
一

〇
六
二
番
、
一
〇
六
三
番
一
、
一
〇
六
三
番
二
、
一
〇
六
五
番
一
、
一
〇
六
五
番
二
、
一
〇
六
五
番
三
、

一
〇
六
五
番
四
、
一
〇
六
五
番
六
、
一
〇
六
五
番
七
、
一
〇
六
五
番
八
、
一
〇
六
六
番
一
、
一
〇
六
七

番
、
一
〇
六
八
番

綾
歌
郡
綾
川
町
山
田
下
字
四
十
八
九
八
四
番
、
九
八
五
番
、
九
八
七
番
、
九
八
八
番
一
、
九
八
八
番

二
、
九
八
八
番
五
、
九
八
九
番
一
、
九
八
九
番
二
、
九
八
九
番
三
、
九
八
九
番
四
、
九
八
九
番
五
、
九

八
九
番
六
、
九
八
九
番
七
、
九
九
〇
番
、
九
九
一
番
、
九
九
二
番
、
九
九
四
番
、
九
九
五
番
二

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

香

川

県

報

平
成
十
八
年
九
月
八
日

（
第
九
三
七
〇
号
）

三



産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
（
安
定
型
最
終
処
分
場
）

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
ゴ
ム
く
ず
、
金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
・
陶
磁
器
く

ず
、
が
れ
き
類
（
た
だ
し
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず

・
陶
磁
器
く
ず
に
あ
っ
て
は
、
自
動
車
等
破
砕
物
を
除
く
。
）

五

申
請
年
月
日

平
成
十
八
年
八
月
十
一
日

六

申
請
書
等
の
閲
覧
場
所
及
び
閲
覧
期
間

１

閲
覧
場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
廃
棄
物
対
策
課

香
川
県
中
讃
保
健
福
祉
事
務
所
環
境
管
理
室

綾
歌
郡
綾
川
町
住
民
生
活
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
九
月
八
日
（
金
曜
日
）
か
ら
平
成
十
八
年
十
月
十
日
（
火
曜
日
）
ま
で

七

意
見
書
の
提
出
期
限
等

当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見

地
か
ら
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
八
年
十
月
二
十
四
日
（
火
曜
日
）

２

提
出
先

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
環
境
森
林
部
廃
棄
物
対
策
課

３

記
載
事
項

意
見
書
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。



氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

�

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
名
称

�

意
見
の
内
容

●
香
川
県
告
示
第
五
百
七
十
七
号

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
自

立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
医
療
）
を
担
当
さ
せ
る
医
療
機
関
を
平
成
十
八
年
九
月
一
日
次
の
と
お
り
指
定

し
た
。

平
成
十
八
年
九
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香

川

県

報

平
成
十
八
年
九
月
八
日

（
第
九
三
七
〇
号
）

四



所 在 地
丸亀市土器町東９－２９１
善通寺市善通寺町２６０３
高松市宮脇町２－３６－１
高松市番町４－１－３
高松市屋島西町１８５７－１
高松市郷東町５８０
高松市牟礼町原８８３－１
高松市香南町由佐１１３－１
高松市栗林町３－５－９
丸亀市津森町５９５
高松市観光町６４９－８
高松市多肥上町１３３１－１
高松市栗林町１－４－１
高松市上天神町３３６
さぬき市寒川町石田東甲３８７－１
高松市松島町１－１７－２８ 香川県高松合同庁舎内
高松市天神前５－２２
高松市勅使町６２－４
高松市木太町２区１８１３－１
高松市中新町１１－１２ 三幸ビル２Ｆ
高松市常磐町２－３－６
高松市番町１－２－１９ 安西ビル２Ｆ
高松市高松町２５５２－２
高松市多肥下町字二反地４６６
高松市屋島西町２４９０－１
高松市瓦町２－７－１６ ソレイユ第３ビル４Ｆ
高松市高松町２４１２－１０ カーザシェイロジアムール１０１号
高松市亀井町３－８ Ａポイントビル４Ｆ
高松市木太町６区３２３８－７
高松市牟礼町牟礼２５６０－１１
高松市亀井町９－３
高松市亀井町８－１ 千金丹ビル６Ｆ
高松市天神前５－６ ５Ｆ
高松市西の丸町２－１７ 宮脇書店ビル２Ｆ
観音寺市大野原町花稲８２７－１
高松市国分寺町新名５１３－５
高松市木太町３５９３－１グリーンライフ木太Ａ号
さぬき市寒川町石田東甲３８５－１
高松市西ハゼ町３５
坂出市林田町３３３１－３
観音寺市豊浜町姫浜８６９－１
高松市木太町３８３３－１
高松市番町２－５－８
高松市塩上町７－１
高松市栗林町１－４－２６
高松市香西東町３２６－１
高松市成合町字西下所６９８－５
高松市木太町１９８５－１
高松市香川町大野９１６－１ ウイングポート内
高松市香西本町４１４
高松市多賀町２－１７－１１
高松市屋島西町２４９０－１９ グラン新蔵１階
高松市香川町浅野１３６
高松市香西南町５１２－１０
高松市川島本町２７６－４
高松市高松町２３１１
高松市鬼無町藤井４４７－１
高松市宮脇町２－２２－７
高松市寿町１－１－５
高松市上福岡町９００－６
高松市太田上町７７９－４
高松市屋島西町１９６８－７
高松市国分寺町新居３３９９－２
高松市三名町西川３８１－５
高松市栗林町２－１９－２２
高松市国分寺町新居１２９０－１
高松市木太町２区１３２５－１
高松市川島東町５１８－６
高松市通町５－１
高松市香西本町９０－１
高松市瓦町２－７－１９
高松市片原町１１－１－１０３
高松市林町１５８８－１
高松市塩屋町６－４
高松市東ハゼ町９０３－１

医療機関の名称
香川県立丸亀病院
独立行政法人国立病院機構香川小児病院
高松市民病院
高松赤十字病院
香川県厚生農業協同組合連合会屋島総合病院
医療法人社団玉藻会 馬場病院
医療法人社団光風会 三光病院
医療法人社団以和貴会 いわき病院
社会保険 栗林病院
医療法人社団中和会 西紋病院
ＮＴＴ西日本高松診療所
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 香川県済生会病院
香川医療生活協同組合 高松平和病院
財団法人大西精神衛生研究所附属大西病院
さぬき市民病院
香川県精神保健福祉センター
医療法人社団隆朗会 やまもと医院
全人クリニック
医療法人社団 高畠小児科医院
鷺岡クリニック
磯島クリニック
ほそかわクリニック
医療法人社団英新会 屋島伊藤クリニック
竜雲メンタルクリニック
医療法人社団緑洋会 泉クリニック
みのクリニック
さくらメンタルクリニック
メディカルカウンセリングルームたなかクリニック
医療法人社団 いとうクリニック
医療法人社団 ふくま内科クリニック
えのもとクリニック
アイクリニック
やまぐちクリニック
よしまつクリニック
有限会社はないな薬局
コスモ調剤薬局国分寺店
まつや薬局
あさ調剤薬局
有限会社フレア・ファーマシーあすなろ調剤薬局
林田調剤薬局
姫浜調剤薬局
ワタキュー薬局きたちょう店
ワタキュー薬局ばんちょう店
有限会社キノシタ レモン調剤薬局
栗林公園前薬局
有限会社ライム調剤薬局
ゆめ調剤薬局成合店
有限会社友愛薬局
薬局元気通り
久保薬局
西尾薬局
屋島西調剤薬局
浅野調剤薬局
香西調剤薬局
きれと調剤薬局
やしま調剤薬局
高松西調剤薬局
トマト薬局
高松築港調剤薬局
安田薬局
元木薬局太田店
みさき調剤薬局
株式会社三河薬品ミカワ調剤薬局国分寺新居旧国道店
株式会社三河薬品ミカワ調剤薬局空港通り三名店
株式会社三河薬品ミカワ調剤薬局栗林店
株式会社三河薬品ミカワ調剤薬局国分寺役場前店
株式会社三河薬品ミカワ調剤薬局ＤＲＵＧミカワ木太店
まなべ調剤薬局
株式会社松本大薬房薬局 松本薬局
松原調剤薬局
有限会社細川薬局
平和薬局
有限会社アインス・林町薬局
有限会社南天堂薬局
有限会社中山どれみ薬局
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高松市浜ノ町１２－１
高松市栗林町２－２０－２
高松市常磐町１－１０－１
高松市天神前５－５３
高松市中央町１－１
高松市今里町２－１３－８
高松市天神前５－４
高松市香川町浅野１２６１－１５
高松市番町５－３－３
高松市天神前５－６ 高松メディカルモール１階
高松市番町２－６－２６
高松市観光通１－４－１ ミユキビル１階
高松市瓦町２－２－１６
高松市宮脇町１－３１－１０
高松市常磐町２－４－３
高松市番町４－１５－５ 新英ビル１階
高松市福岡町３－３－２５
高松市東山崎町１６７
高松市多肥上町字日暮１３４２－９
高松市番町５－４－１２
高松市多肥下町４６０－１
高松市円座町１２６２－１
高松市国分寺町福家甲３１７４－１
高松市一宮町１４５－３
高松市春日町４６６－７
高松市香川町大野１３２６－１
高松市岡本町１７０９
高松市天神前５－２４
高松市檀紙町１５３３－１
高松市香西北町２２
高松市上之町２－１５－３４
高松市藤塚町３－５－２４ アビテ藤塚１Ｆ
高松市多肥上町１３４２－１
高松市屋島西町１４５３－１
高松市高松町２５８９
高松市寺井町１３８５－４５
高松市亀岡町９－２０
高松市天神前５－１１
高松市伏石町１２００－５
高松市番町１－１０－２６
高松市宮脇町１－３３－１３
高松市国分寺町新居１３５９－４
高松市屋島西町８６０－１０
高松市円座町９５５－３ 太山ビル１階
高松市前田東町８０１－７
高松市栗林町１－１４－５ 吉田ビル１階
高松市三谷町南原１６７５－５
高松市木太町６区３２３６－２
高松市多賀町２－１５－２１ 大同ビル１階
高松市前田東町５６３－１４
高松市番町２－４－１１
高松市瓦町２－６－２１
高松市一宮町４５０－１
高松市牟礼町牟礼２５５８－１
高松市栗林町２－１７－２０
高松市鬼無町藤井３９３－１
高松市出作町２０５－１
高松市栗林町３－５－２
高松市太田下町１６１５－９
高松市前田東町５３８－２
高松市太田下町２４６３－７
高松市太田下町１８７２－５
高松市藤塚町１－１１－３２
高松市亀井町８－２
木田郡三木町大字氷上３９９－２
高松市春日町７９９－４
高松市花ノ宮町２－１１－５
善通寺市木徳町１０７３－１
観音寺市観音寺町甲３１３２
さぬき市志度字花池尻２４９３－２
高松市寺井町９２５－７
高松市松縄町８４３－２
丸亀市川西町北１８７－１
高松市香南町由佐１１３－１

株式会社中山スズラン堂薬局浜ノ町店
トモエ薬局「栗林」
有限会社中央堂薬局
アクア調剤薬局
有限会社辻上薬局高松店
有限会社辻上薬局今里店
たんぽぽ薬局天神前店
たんぽぽ薬局香川中央店
ＮＭＳ高松調剤薬局
そうごう薬局高松メディカルモール店
そうごう薬局番町店
すずらん調剤薬局南店
有限会社すずらん調剤薬局
三友調剤薬局八幡
有限会社三友調剤薬局
サンアイリス薬局番町店
有限会社サフラン調剤薬局
小判屋薬局川添店
コスモ調剤薬局レインボーロード店
社団法人高松市薬剤師会調剤薬局「亀岡」
久間薬局多肥店
有限会社久間薬局
ウルス調剤薬局「国分寺」
かに調剤薬局一宮店
かすが調剤薬局
ファルマ調剤薬局大野店
岡本調剤薬局
有限会社大西薬局
エース調剤薬局
今坂薬局
有限会社稲本薬局
イナモト薬局花園店
アーク調剤薬局
有限会社青木薬局かたもと店
有限会社青木薬局
虹調剤薬局寺井店
社団法人香川県薬剤師会調剤薬局
社団法人香川県薬剤師会営調剤薬局県庁前
康楽薬局
アトム調剤薬局
有限会社岩野薬局
エム調剤薬局
太田薬局
有限会社木田薬局東店
ジオ薬局前田店
ジオ薬局栗林店
ジオ薬局三谷店
セラ薬局ライフ店
ダイヤ薬局花園店
ツヤマ薬局医大前店
有限会社中嶋調剤薬局 中嶋Ａ調剤薬局
有限会社中嶋調剤薬局 中嶋Ｂ調剤薬局
有限会社橋本薬局
ハート調剤薬局牟礼店
マルキ薬局
みやび調剤薬局
めぐみの薬局
リツリン薬局
レデイ太田調剤薬局
さくら調剤薬局医大前店
さくら調剤薬局太田店
あんず調剤薬局
ウェル調剤薬局藤塚店
オカウチ調剤薬局中央店
くま薬局三木店
ホワイト薬局春日店
花の宮調剤薬局
フジヤ調剤薬局
フジヤ中央調剤薬局
有限会社松村薬局 しど調剤薬局
さくら調剤薬局寺井店
さくら調剤薬局伏石店
瀬戸調剤薬局川西店
訪問看護ステーションいわき
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川

県
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十
八
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第
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●
香
川
県
告
示
第
五
百
七
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
九
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
九
日

ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

善
通
寺
府
中
線
（
十
八
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
八
年
九
月
八
日

●
香
川
県
告
示
第
五
百
七
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
九
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
九
日

ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

北
風
戸
積
浦
線
（
二
百
五
十
六
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
五
百
八
十
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

徴
収
又
は
収
納
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

平
成
十
八
年
九
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

坂
出
市
府
中
町
字
額
谷
三
二
九
九
番
二
地
先
か
ら

坂
出
市
府
中
町
字
額
谷
三
三
二
〇
番
三
地
先
ま
で

一
五
・
六

〜
二
七
・
六

一
一
五

平
成
十
一
年

香
川
県
告
示

第
三
百
五
十

一
号
で
変
更

し
た
区
域
の

一
部

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

香
川
郡
直
島
町
字
地
蔵
山
三
七
四
四
番

地
先
か
ら

香
川
郡
直
島
町
字
立
石
三
四
四
四
番
三

地
先
ま
で

前

五
・
五

〜
二
九
・
〇

八
三
九

道
路
改
良
事

業
に
よ
る
バ

イ
パ
ス
建
設

香
川
郡
直
島
町
字
地
蔵
山
三
七
四
四
番

一
地
先
か
ら

香
川
郡
直
島
町
字
立
石
三
四
五
八
番
一

地
先
ま
で

九
・
五

〜
三
九
・
〇

二
三
八

香
川
郡
直
島
町
字
立
石
三
四
五
八
番
一

地
先
か
ら

香
川
郡
直
島
町
字
立
石
三
四
六
三
番
一

地
先
ま
で

後

六
・
〇

〜
一
三
・
〇

四
三
六

旧
道
部

九
・
〇

〜
三
三
・
五

三
四
九

新
道
部

香
川
郡
直
島
町
字
立
石
三
四
六
三
番
一

地
先
か
ら

香
川
郡
直
島
町
字
立
石
三
四
四
四
番
三

地
先
ま
で

五
・
五

〜
三
三
・
五

一
八
一

香

川

県

報

平
成
十
八
年
九
月
八
日

（
第
九
三
七
〇
号
）

七



徴
収
又
は
収
納
事
務

委

託

先

住

所

委
託
年
月
日

栗
林
公
園
入
園
料
の
収
納
事

務

社
団
法
人
香
川
県

観
光
協
会

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番

一
〇
号

昭
和
四
十
五
年

十
月
九
日

香
川
県
公
安
委
員
会
が
設
置

し
た
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ

ー
作
動
手
数
料
の
収
納
事
務

財
団
法
人
香
川
県

交
通
安
全
協
会

高
松
市
郷
東
町
一
四
二
番

地
一

昭
和
五
十
二
年

四
月
一
日

栗
林
公
園
北
門
前
駐
車
場
使

用
料
及
び
栗
林
公
園
東
門
前

駐
車
場
使
用
料
の
収
納
事
務

社
団
法
人
香
川
県

観
光
協
会

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番

一
〇
号

昭
和
五
十
三
年

四
月
一
日

沿
岸
漁
業
改
善
資
金
の
償
還

金
の
徴
収
事
務
又
は
収
納
事

務

徴
収
事
務

香
川
県
信
用
漁

業
協
同
組
合
連

合
会

収
納
事
務

引
田
漁
業
協
同

組
合

東
讃
漁
業
協
同

組
合

鶴
羽
漁
業
協
同

組
合

津
田
漁
業
協
同

組
合

小
田
漁
業
協
同

組
合

鴨
庄
漁
業
協
同

組
合

志
度
漁
業
協
同

組
合

牟
礼
漁
業
協
同

組
合

庵
治
漁
業
協
同

組
合

高
松
市
北
浜
町
九
番
一
二

号東
か
が
わ
市
引
田
二
六
六

一
番
地
四
四

東
か
が
わ
市
三
本
松
二
二

五
一
番
地
二

さ
ぬ
き
市
津
田
町
鶴
羽
二

九
三
八
番
地

さ
ぬ
き
市
津
田
町
津
田
一

三
二
五
番
地

さ
ぬ
き
市
小
田
一
五
一
四

番
地
二
〇

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
四
三
七
四

番
地
三
〇

さ
ぬ
き
市
志
度
五
三
八
六

番
地
八

高
松
市
牟
礼
町
原
三
五
九

番
地

高
松
市
庵
治
町
六
三
七
七

番
地
一

昭
和
五
十
五
年

二
月
五
日

高
松
市
瀬
戸
内

漁
業
協
同
組
合

女
木
島
漁
業
協

同
組
合

男
木
島
漁
業
協

同
組
合

下
笠
居
漁
業
協

同
組
合

土
庄
中
央
漁
業

協
同
組
合

四
海
漁
業
協
同

組
合

唐
櫃
漁
業
協
同

組
合

内
海
町
漁
業
協

同
組
合

池
田
漁
業
協
同

組
合

与
島
漁
業
協
同

組
合

直
島
漁
業
協
同

組
合

丸
亀
市
漁
業
協

同
組
合

本
島
漁
業
協
同

組
合

多
度
津
町
高
見

漁
業
協
同
組
合

粟
島
漁
業
協
同

組
合

詫
間
漁
業
協
同

組
合

西
詫
間
漁
業
協

同
組
合

仁
尾
町
漁
業
協

高
松
市
瀬
戸
内
町
四
八
番

一
六
号

高
松
市
女
木
町
一
五
番
地

一
七

高
松
市
男
木
町
一
〇
四
番

地
六

高
松
市
亀
水
町
二
七
二
番

地小
豆
郡
土
庄
町
甲
二
四
番

地
九
〇

小
豆
郡
土
庄
町
伊
喜
末
一

番
地
四

小
豆
郡
土
庄
町
豊
島
唐
櫃

二
六
一
〇
番
地
二

小
豆
郡
小
豆
島
町
苗
羽
甲

二
二
八
一
番
地
一

小
豆
郡
小
豆
島
町
池
田
二

二
八
番
地
三
二

坂
出
市
入
船
町
一
丁
目
二

番
一
八
号

香
川
郡
直
島
町
八
三
四
番

地
五

丸
亀
市
富
士
見
町
一
丁
目

二
番
八
号

丸
亀
市
本
島
町
泊
四
九
四

番
地
六

仲
多
度
郡
多
度
津
町
高
見

一
七
二
六
番
地
一

三
豊
市
詫
間
町
粟
島
八
六

一
番
地
一
〇

三
豊
市
詫
間
町
詫
間
六
八

〇
〇
番
地

三
豊
市
詫
間
町
大
浜
乙
四

一
七
番
地
三

三
豊
市
仁
尾
町
仁
尾
丁
一

香

川

県

報

平
成
十
八
年
九
月
八
日

（
第
九
三
七
〇
号
）

八



香
川
県
立
坂
出
・
宇
多
津
圏

域
健
康
生
き
が
い
中
核
施
設

の
目
的
外
使
用
料
の
徴
収
事

務

宇
多
津
町

綾
歌
郡
宇
多
津
町
一
八
八

一
番
地

平
成
十
二
年
四

月
一
日

農
業
改
良
資
金
の
償
還
金
の

徴
収
事
務
又
は
収
納
事
務

徴
収
事
務

香
川
県
信
用
農

業
協
同
組
合
連

合
会

収
納
事
務

香
川
県
農
業
協

同
組
合

香
川
豊
南
農
業

協
同
組
合

高
松
市
寿
町
一
丁
目
三
番

六
号

高
松
市
寿
町
一
丁
目
三
番

六
号

観
音
寺
市
大
野
原
町
大
野

原
一
九
三
一
番
地

平
成
十
二
年
四

月
一
日

香
川
県
立
三
豊
圏
域
健
康
生

き
が
い
中
核
施
設
の
目
的
外

使
用
料
の
徴
収
事
務

三
豊
市

三
豊
市
豊
中
町
本
山
甲
二

〇
一
番
地
一

平
成
十
二
年
八

月
二
日

香
川
県
科
学
技
術
研
究
セ
ン

タ
ー
の
使
用
料
の
徴
収
事
務

財
団
法
人
か
が
わ

産
業
支
援
財
団

高
松
市
林
町
二
二
一
七
番

一
五

平
成
十
二
年
十

月
一
日

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金

の
償
還
金
の
徴
収
事
務
又
は

収
納
事
務

徴
収
事
務

香
川
県
森
林
組

合
連
合
会

収
納
事
務

塩
江
町
森
林
組

合仲
南
町
森
林
組

合

高
松
市
中
野
町
二
三
番
二

号高
松
市
塩
江
町
安
原
下
第

二
号
一
六
四
五
番
地

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
生

間
四
一
五
番
地
五

平
成
十
三
年
七

月
二
日

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金

の
償
還
金
の
収
納
事
務

香
川
東
部
森
林
組

合

さ
ぬ
き
市
寒
川
町
石
田
東

甲
一
七
〇
八
番
地
二

平
成
十
三
年
七

月
二
日

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金

の
償
還
金
の
収
納
事
務

香
川
西
部
森
林
組

合

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
炭

所
六
七
〇
番
地

平
成
十
三
年
九

月
十
日

同
組
合

観
音
寺
漁
業
協

同
組
合

伊
吹
漁
業
協
同

組
合

四
四
四
番
地
一

観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
四

〇
五
〇
番
地
三

観
音
寺
市
伊
吹
町
三
番
地

一

栗
林
公
園
に
お
い
て
業
と
し

て
行
う
写
真
撮
影
（
一
日
一

台
を
単
位
と
す
る
も
の
に
限

る
。
）
に
対
す
る
使
用
料
の

収
納
事
務

社
団
法
人
香
川
県

観
光
協
会

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番

一
〇
号

昭
和
五
十
五
年

四
月
一
日

高
松
港
港
湾
施
設
使
用
料

（
船
舶
給
水
料
）
の
徴
収
事

務

高
松
商
運
株
式
会

社

高
松
市
サ
ン
ポ
ー
ト
一
番

一
号

昭
和
五
十
五
年

十
二
月
二
十
三

日

香
川
県
公
安
委
員
会
が
設
置

し
た
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ

ト
の
発
給
手
数
料
の
収
納
事

務

財
団
法
人
香
川
県

交
通
安
全
協
会

高
松
市
郷
東
町
一
四
二
番

地
一

昭
和
六
十
二
年

十
二
月
一
日

地
域
総
合
整
備
資
金
の
償
還

金
の
徴
収
事
務

財
団
法
人
地
域
総

合
整
備
財
団

東
京
都
千
代
田
区
平
河
町

二
丁
目
五
番
六
号

平
成
二
年
三
月

二
十
六
日

香
川
県
番
町
地
下
駐
車
場
使

用
料
（
回
数
券
に
よ
り
利
用

す
る
場
合
の
使
用
料
に
限
る
。）

の
収
納
事
務

香
川
県
庁
消
費
生

活
協
同
組
合

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番

一
〇
号

平
成
六
年
四
月

一
日

香
川
県
新
規
産
業
創
出
支
援

セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
及
び
手

数
料
の
徴
収
事
務

財
団
法
人
か
が
わ

産
業
支
援
財
団

高
松
市
林
町
二
二
一
七
番

一
五

平
成
十
一
年
六

月
一
日

香
川
県
立
大
川
圏
域
健
康
生

き
が
い
中
核
施
設
の
目
的
外

使
用
料
の
徴
収
事
務

さ
ぬ
き
市

さ
ぬ
き
市
志
度
五
三
八
五

番
地
八

平
成
十
二
年
四

月
一
日

香

川

県

報

平
成
十
八
年
九
月
八
日

（
第
九
三
七
〇
号
）

九



香
川
県
番
町
地
下
駐
車
場
、

香
川
県
玉
藻
町
駐
車
場
及
び

香
川
県
歴
史
博
物
館
駐
車
場

の
使
用
料
（
回
数
券
に
よ
り

利
用
す
る
場
合
の
使
用
料
に

限
る
。
）
の
収
納
事
務

社
団
法
人
香
川
県

観
光
協
会

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番

一
〇
号

平
成
十
四
年
一

月
一
日

香
川
県
立
小
豆
圏
域
健
康
生

き
が
い
中
核
施
設
の
目
的
外

使
用
料
の
徴
収
事
務

小
豆
島
町

小
豆
郡
小
豆
島
町
池
田
二

一
〇
〇
番
地
四

平
成
十
四
年
六

月
七
日

高
松
港
港
湾
施
設
使
用
料

（
通
行
料
、
係
船
料
及
び
停

泊
料
）
の
徴
収
事
務

飯
間

孝
則

高
松
市
神
在
川
窪
町
六
七

二
番
地
三

平
成
十
四
年
九

月
二
十
四
日

保
育
士
登
録
手
数
料
の
収
納

事
務

社
会
福
祉
法
人
日

本
保
育
協
会

東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
五

丁
目
五
三
号
一
番

平
成
十
五
年
四

月
一
日

香
川
県
立
高
松
圏
域
健
康
生

き
が
い
中
核
施
設
の
目
的
外

使
用
料
の
徴
収
事
務

三
木
町

木
田
郡
三
木
町
大
字
氷
上

三
一
〇

平
成
十
五
年
五

月
十
二
日

香
川
県
歴
史
博
物
館
駐
車
場
、

栗
林
公
園
北
門
前
駐
車
場
及

び
栗
林
公
園
東
門
前
駐
車
場

の
使
用
料
（
回
数
券
に
よ
り

利
用
す
る
場
合
の
使
用
料
に

限
る
。
）
の
収
納
事
務

西
日
本
ビ
ル
管
理

株
式
会
社

高
松
市
東
ハ
ゼ
町
五
番
地

六

平
成
十
六
年
六

月
一
日

香
川
県
立
屋
島
陸
上
競
技
場
、

香
川
県
立
丸
亀
武
道
館
、
香

川
県
立
総
合
水
泳
プ
ー
ル
、

香
川
県
総
合
運
動
公
園
及
び

香
川
県
立
丸
亀
競
技
場
の
使

用
料
（
か
が
わ
電
子
自
治
体

シ
ス
テ
ム
施
設
利
用
申
込
サ

株
式
会
社
西
日
本

情
報
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

高
松
市
亀
井
町
七
番
一
五

号

平
成
十
七
年
三

月
一
日

ー
ビ
ス
利
用
者
の
口
座
引
落

に
係
る
使
用
料
に
限
る
。
）

の
収
納
事
務

香
川
県
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー

の
使
用
料
の
徴
収
事
務

穴
吹
エ
ン
タ
ー
プ

ラ
イ
ズ
株
式
会
社

高
松
市
福
田
町
一
一
番
地

一

平
成
十
七
年
四

月
一
日

高
松
ビ
ジ
タ
ー
バ
ー
ス
の
使

用
料
の
収
納
事
務

株
式
会
社
高
松
マ

リ
ー
ナ

高
松
市
浜
ノ
町
六
八
番
一

七
号

平
成
十
七
年
四

月
一
日

香
川
県
歴
史
博
物
館
及
び
香

川
県
文
化
会
館
の
使
用
料

（
か
が
わ
電
子
自
治
体
シ
ス

テ
ム
施
設
利
用
申
込
サ
ー
ビ

ス
利
用
者
の
口
座
引
落
に
係

る
使
用
料
に
限
る
。
）
の
収

納
事
務

株
式
会
社
西
日
本

情
報
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

高
松
市
亀
井
町
七
番
一
五

号

平
成
十
七
年
五

月
二
日

か
が
わ
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
手
数
料

の
徴
収
事
務

社
会
福
祉
法
人
か

が
わ
総
合
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事

業
団

高
松
市
田
村
町
一
一
一
四

平
成
十
八
年
四

月
一
日

サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
交
流
拠
点

施
設
駐
車
場
、
玉
藻
地
区
ハ

ー
バ
ー
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
第
一

駐
車
場
、
港
湾
緑
地
第
二
駐

車
場
及
び
港
湾
緑
地
第
三
駐

車
場
の
使
用
料
の
収
納
事
務

シ
ン
ボ
ル
タ
ワ
ー

開
発
株
式
会
社

高
松
市
サ
ン
ポ
ー
ト
二
番

一
号

平
成
十
八
年
四

月
一
日

サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
交
流
拠
点

施
設
国
際
会
議
場
及
び
展
示

場
の
使
用
料
の
徴
収
事
務

シ
ン
ボ
ル
タ
ワ
ー

開
発
株
式
会
社

高
松
市
サ
ン
ポ
ー
ト
二
番

一
号

平
成
十
八
年
四

月
一
日

県
営
住
宅
の
家
賃
の
徴
収
事

務

直
島
町

香
川
郡
直
島
町
字
鎧
山
一

一
二
二
番
地
の
一

平
成
十
八
年
四

月
一
日

香

川

県

報

平
成
十
八
年
九
月
八
日

（
第
九
三
七
〇
号
）

一
〇



測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
国

土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
基
づ

き
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

作
業
種
類

基
本
測
量
（
二
五
〇
〇
レ
ベ
ル
Ｇ
Ｉ
Ｓ
基
盤
情
報
整
備
作
業
）

二

作
業
期
間

平
成
十
八
年
九
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
二
十
日
ま
で

三

作
業
地
域

木
田
郡
三
木
町

香
川
県
立
体
育
館
又
は
香
川

県
立
武
道
館
に
お
い
て
香
川

県
教
育
委
員
会
が
行
う
ス
ポ

ー
ツ
教
室
の
使
用
料
の
徴
収

事
務

四
電
工
・
シ
ン
コ

ー
ス
ポ
ー
ツ
グ
ル

ー
プ

高
松
市
松
島
町
一
丁
目
一

一
番
二
二
号

平
成
十
八
年
四

月
一
日

香
川
県
庁
地
下
駐
車
場
使
用

料
の
収
納
事
務

大
和
警
備
保
障
株

式
会
社

高
松
市
室
新
町
二
番
地
五

平
成
十
八
年
四

月
一
日

県
営
住
宅
の
家
賃
及
び
駐
車

場
使
用
料
の
収
納
事
務

香
川
県
建
築
設
計

協
同
組
合

高
松
市
磨
屋
町
六
番
地
四

平
成
十
八
年
六

月
一
日

公

告

監
査
委
員
公
表

香
川
県
監
査
委
員

石
川

豊

同
辻

村
修

同
石

川
�

治

同
野

田
峻

司

１
監
査
対
象
部
局

健
康
福
祉
部
（
病
院
事
業
会
計
）

２
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

３
監
査
の
概
要

監
査
対
象
機
関

監
査
年
月
日

丸
亀
病
院

平
成
１８
年
７
月
１２
日

津
田
病
院

〃

白
鳥
病
院

〃

が
ん
検
診
セ
ン
タ
ー

平
成
１８
年
７
月
１３
日

中
央
病
院

〃

県
立
病
院
課

平
成
１８
年
７
月
１８
日

４
監
査
の
結
果

事
業
の
運
営
及
び
予
算
の
執
行
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
他
の
軽
微
な
事
項
に
つ
い

て
は
、
そ
の
都
度
、
関
係
機
関
に
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
今
後
と
も
、
厳
正
か
つ
効
率
的
な
執
行
に
留
意
す
る
よ
う
要
望
し
た
。

�
指
摘
事
項

該
当
事
項
な
し

�
指
導
注
意
事
項

ア
通
勤
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

通
勤
手
当
の
支
給
に
当
た
り
、
支
給
も
れ
が
あ
る
の
で
追
給
す
る
必
要
が
あ
る
。（
中
央
病
院
）

イ
県
外
旅
費
の
支
給
に
つ
い
て

旅
費
の
支
給
に
当
た
り
、
行
程
を
誤
っ
て
支
給
し
て
い
る
の
で
、
正
当
額
と
の
差
額
分
を
返
納

さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
（
中
央
病
院
）

旅
費
の
支
給
に
当
た
り
、
宿
泊
料
の
支
給
も
れ
が
あ
る
の
で
追
給
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
津
田

病
院
）

ウ
収
納
金
の
取
扱
い
に
つ
い
て

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
１９
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、

同
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
１８
年
９
月
８
日

香

川

県

報

平
成
十
八
年
九
月
八
日

（
第
九
三
七
〇
号
）

一
一



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
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窓
口
収
納
さ
れ
た
現
金
は
、
金
銭
出
納
員
に
引
継
ぎ
、
現
金
出
納
簿
に
記
載
し
た
後
、
出
納
取

扱
金
融
機
関
に
預
け
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
入
院
分
に
つ
い
て
は
、
金
銭
出
納
員
に
引

き
継
が
れ
ず
出
納
取
扱
金
融
機
関
に
預
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
金
銭
出
納
員
に
引
継
ぎ
、
現

金
出
納
簿
に
記
載
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
中
央
病
院
）

�
検
討
指
示
事
項

該
当
事
項
な
し

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
２０
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、

同
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
１８
年
９
月
８
日

香
川
県
監
査
委
員

石
川

豊

同
辻

村
修

同
石

川
�

治

同
野

田
峻

司

１
監
査
対
象
部
局

水
道
局

２
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

３
監
査
の
概
要

監
査
対
象
機
関

監
査
年
月
日

県
営
水
道
事
務
所

平
成
１８
年
７
月
１２
日

水
道
局

平
成
１８
年
７
月
１４
日

４
監
査
の
結
果

事
業
の
運
営
及
び
予
算
の
執
行
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
他
の
軽
微
な
事
項
に
つ
い

て
は
、
そ
の
都
度
、
関
係
機
関
に
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
今
後
と
も
、
厳
正
か
つ
効
率
的
な
執
行
に
留
意
す
る
よ
う
要
望
し
た
。

�
指
摘
事
項

該
当
事
項
な
し

�
指
導
注
意
事
項

ア
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
当
た
り
、
誤
っ
て
支
給
し
て
い
る
た
め
、
正
当
額
と
の
差
額
分
を
返

納
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
（
水
道
局
）

�
検
討
指
示
事
項

該
当
事
項
な
し

平
成
十
八
年
九
月
八
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
九
月
八
日

（
第
九
三
七
〇
号
）

一
二


